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外人第11623号

令和5年11月16日．

『

内閣総理大臣臨時代理

国務大臣 野博一殿松

外務大臣臨時代理

国務大臣 松 博野
一

内閣承認人事について

外務省人事につきましては、別紙のとおりとしたいので、内閣の承認を求めます。
』
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(フィジー国兼ツバル国駐笥）特命全権大使‘道井緑一郎
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歴略

みち い ろくいちろう

道井緑一郎

男

昭和38年2月7日生

一橋大学経済学部卒業（昭和61年3月）

昭和60年外務公務員採用I種試験

愛知県

英語

氏 名

性 別

生年月日

学 歴

採用試験

出身地

研修語学

外務省入省昭和6

平成1

1

４
７
１
９
８
９
８
７
９
０
８
４
５

１

●
●
■

１
３
５

在ミャンマー日本国大使館一等書記官

在ミャンマー日本国大使館参事官

欧州局ロシア課新独立国家室長

欧州局ロシア課中央アジア・コーカサス室長

総合外交政策局安全保障政策課国際テロ対策協力室長
国際法局経済条約課長

国際法局条約課長

在ロシア日本国大使館公使

大臣官房参事官兼経済局

在ボストン日本国総領事館総領事
法務事務官出入国在留管理庁審議官（国際担当）

●
●
●
●
●
●
●
●
●

６
７
９
１
４
７
８
１
３

１
１
１
２
２
２
２
３

日禾令

‘

内閣事務官内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付）
内閣官房TPP等政府対策本部企画・推進審議官（大使）
外務事務官大臣官房

特命全権大使フィジー国兼ツバル国駐笥

9
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